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総説

4年制大学における介護福祉教育の社会的意義

井上千津子

社会福祉士および介護福祉士制度の改正に伴い，中でも介護福祉士養成のカリキュラム編成の大幅改変

が進んでいる。特に介護福祉士教育を行っている大学においても カリキュラム編成についての検討を迫

られているところである。この時期にこそ，介護福祉士養成における大学教育のあり方について議論を高

めていくことが緊要であろう。大学教育としての真価は，介護福祉士という資格取得が現行の 2年教育の

上に， どのような教育内容を付加すれば， この少子高齢化を背景とした社会ニーズに対応で、きるのか， と

いうことになろう。今日では 介護福祉士教育を行っている大学は 57校にまで増え，今後も増加の傾向に

あるといわれている。そこで，大学における介護福祉教育の意義や目的を明確にし，専門職養成としての

教育内容について論じたいと思う。
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始めに

今日，わが国においてはめざましい科学技術の発展を

背景として，世界に冠たる長寿社会を実現した。しかし

人口の高齢化，少子化，家族形態の縮小化，地域共同体

の崩壊，女性の社会進出などが進む社会土壌の中で，介

護問題は深刻な課題であり，さまざまな社会問題が露呈

してきている。人類の知恵と努力によって培われてきた

長寿社会において誰もが望むことは，長生きが単なる生

存のみの生活ではなく 長生きの質が問われるようにな

った。たとえオムツに包まれていようと，認知症になろ

うと，全面依存の状態であっても，生活者としての人権

が守られ，最後まで人間としての尊厳が守られた主体的

な生活が希求されている。

一方で，社会の進展に伴って発生してきたさまざまな

介護問題を解決するために，介護の質の向上と，介護現

場への人材の吸収を目的として 1987年に「社会福祉士

及び介護福祉士」が法制化された。この資格の創設によ

って，介護職も社会的責任において介護を実践する専門

職として位置づけられ， これを契機に，介護職の職業教

育が本格化したのである。介護福祉土養成機関は，専門

学校だけではなく，短大， 4年制大学，さらに高校にお

いても福祉科や福祉コースが創設され，社会福祉の基礎

教育と共に介護福祉士資格取得のためのカリキュラムが

編成され，教育が展開されてきている。この資格が施行

され， 20年の歴史を持つに至ったが，その間介護福祉

士の養成機関は 400有余にふくらみ， 4年制大学におけ
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る養成も 57校(19年 8月調べ)に増加してきた。

このたび、介護福祉士制度施行後，ほぼ20年が経過し，

社会的介護ニーズに対応するためという理由を前提とし

て改正が行われている。介護福祉士養成施設においては，

カリキュラムの改編が余儀なくされることになる。この

時期こそ四年制大学としての介護福祉教育についての議

論が緊要であることから，本稿においては，表題として

のテーマをとりあげることとした。

11 介護福祉士養成教育の改正点と問題

介護をめぐる状況も大きく変化し，介護保険制度の大

幅な改正に連動して，認知症高齢者ケアの重視，介護予

防への力点移行，さらにグループホーム，ユニットケア

の推進，また，障害者自立支援法施行による新しい障害

者ケアへの対応， これらに伴い介護職の汎用性が求めら

れるようになった。一方で，少子高齢化がますます進行

し，加えて障害者の介護ニーズの増大。こうした内容を

背景に，介護福祉士の質の確保と一方で担い手の量的確

保が緊要になり，改正にむすびついて行ったことは周知

の通りである。改正の基本的視点は，第 l点として「専

門資格としての介護福祉土の養成のあり方」第 2点とし

て「介護の担い手の人材確保」が挙げられているが，具

体的には，介護福祉士資格の取得方法とカリキュラムの

大幅改変の 2点である。これらの改正に対して，次の点

を指摘しておきたい。

①資格取得方法の一本化

従来の多元的の取得方法が国家試験に一元化されるこ

とになった。養成機関において資格要件を卒業要件とす

るという点が削除され，指定科目を指定時間修了後国家
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試験の合格を以て介護福祉士資格取得とするということ

である。このことは，介護福祉士としての完成度を均質

化することであり，資格のレベル担保にもつながり，介

護福祉の質の向上に結び、つく効果がある。しかも国家資

格取得に至るまでに 一定の基礎教育のハードルを設け

た仕組みは国家資格のレベル保持のためにも高く評価で

きるのではないか。

②教育内容の改正案に対する懸念

教育の根幹理念を「尊厳を支えるケアの実現」と定め，

枠組としては「人間と社会JIこころと体の仕組みJI介

護」の 3領域に区分している。このたび厚生省によって

提示されたカリキュラム案を概観すると，評価すべき点

は勿論あるとしても，介護福祉士養成スタート以来，そ

の教育に携わってきた者としては，いくつかの懸念を抱

かざるを得ない。

第 1点は，従来の科目設置やその構成における検証が

充分なされた上で、の科目編成なのか， という点である。

介護福祉教育がスタートして今日まで，社会福祉の基礎

教育と共に，介護が社会化された背景や介護と社会の関

係とその歴史，人権としての介護福祉の理念や価値，介

護福祉の目的を具体化するための原理・原則に基づいた

技術，さらにその技術を状態に合わせいく形態別介護技

術という形で構成され，その結果輩出された介護福祉土

民社会の需要に応え，社会的責任として要介護者の生

活を支えてきたのではないだろうか。

2点目としては，求められる介護福祉土像の養成を基

軸にした，履修時間の増加であるが，現在の 1650時聞

から 1800時間への変更，養成期間は当面のあいだ 2年

間とするということである。つまり同じ容量の入れ物に

今までより多くの物を入れることになる。当然入れ物か

らはみ出ることになる。はみ出す物を何にするのか， ま

たは中身を圧縮し薄くするか，全てを小さく細切れにす

るか，何をどのように変革すれば，示されている介護福

祉士像に合致するのかという点からも，従来の内容の検

証が不可欠である。その上で， 3点目として，カリキュ

ラム構成の点である。大きく 3領域に分けられ，さらに

中項目，小項目が示されているが，科目名なのか，教育

内容の単元であるのか，科目は，現行のままで，新たな

内容の構築をすればよいのか，自由度が認められるのか，

これらの真意が読みとれず，さらに分散されているあま

り，理論と実践の統合化が困難になってくのではないだ

ろうか。さらに，単位数ではなく，時間数で示されてい

ることからも大学教育には，馴染みにくい構成になって

いるという点である。

3点目は，科目や内容から社会福祉としづ文言がこと

ごとく消え，介護福祉については介護と表記されている

ことである。介護福祉士の資格法であるにもかかわらず，

介護士の養成に変質してしまうことへの懸念で、ある。

111 4年制大学における介護福祉教育の現状

介護福祉士養成機関として 4年制大学に設置された背

景としては，少子化に伴う学生の減少傾向の中で，厳し

くなる大学経営の活路として設置されたことが大きい。

つまり，ダブルライセンスの取得を売りの看板として，

学生の確保へ結び、つけたいというねらいである。母胎に

なる大学の多くは，共通基盤が福祉であることからも福

祉系大学であるが，近頃では， ヒューマンケアサービス

にかかわる隣接領域と連携させた学部，学科が増えてい

るという一面がある。筆者の所属している大学では，介

護福祉の基盤理念・価値を，快適な生活環境の構築にお

いた「家政学部」に設置している。このように大学，学

科の増加に平行して養成機関も増えていったといえる。

介護福祉系の大学，学科の増加は，教員組織としても課

題を浮きあがらせる結果となった。新設大学の教員は文

科省による教員審査を受け，認定されることが条件にな

るが，その認定基準に合致した教員を確保するために，

引き抜きがあったり，名義だけの教員，さらに関連分野

の学問領域の教員に，福祉に関連づ、けた科目を設定し認

可を受けるといった状況で、ある。さらに介護福祉系教

員は，文部科学省の要件(大学院卒・研究業績など)を

満たし，かつ，厚生労働省要件(現場経験 5年・介護教

員研修会修了など)を満たす必要があり，採用時点で両

要件を満たす適任者を探すことは至難であると言わざる

を得ない。このことからも，教員の質にも問題があるこ

とも看過できない状況がある。

IV 介護福祉教育における大学教育の意義

1 教養教育による基礎力の修得

介護福祉とは，生命と生活に責任を持つ仕事であり，

人聞が人間らしく生きることの精神性の高揚が求められ

る。生活の主体者である「人間とは何か， Jこの認識こ

そ不可欠であり，認識するための教育が重要になる。人

間とは何か，生き方はどうであるべきか， これらを思索

することが不可欠であり，人間の根元を認識した介護の

質の高まりへと止揚していくための，教育が必須条件に

なる。介護福祉は，要介護者と介護の提供者双方が，た

だ単に介護を提供する 介護をうけるという関係だけで

はなく，人格と人格とが関わり，命と生活を共有すると

いう相互作用により，双方の成長を促すという処に介護

福祉の価値が存在するのである。こうした介護福祉のも
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つ特性からも，教養人として，また，人間として成熟し

ていく基礎としての教養教育こそが求められているので

はないだろうか。ちなみに「教養教育」について，中央

教育審議会大学分科会・学土課程教育の在り方に関する

小委員会において「自らが今どのような地点に立ってい

るかを見極め，今どのような目標に向かつて進むべきか

を考え， 目標の実現のために主体的に行動する力を持つ

こと」と端的に説明している。介護福祉教育の根幹で在

る対人援助においては， この「教養という基礎力」が介

護福祉士の立ち位置を決定することになる。この教養教

育のためには，教育期間と幅広い学際的な教員組織が不

可欠であり， ここに大学教育の必要性，かっ重要性が裏

付けられるのである。

2 多様性のある介護福祉教育による汎用性や創造能力

の育成

大学故に，専門職としての単なる即戦力ではなく，知

的活動や職業生活，社会生活でも必要な技能としての汎

用的技能を併せ持ち，市民としての社会的責任の遂行，

自己管理力や論理的思考力，倫理観などが修得された質

の高い介護福祉士の養成を志向すべきである。そのため

には，介護福祉土資格要件に合致した科目設定にとどま

らず，各大学の独自性を活かして，多様性のあるカリキ

ュラムを構成すべきである。個性ある専門職教育を展開

することによって，始めて，個性的な，そして深みと広

がりを持った介護福祉士の誕生を可能にするのではない

だろうか。厚労省、の指定科目はあくまでジェネリックな

カリキュラムであり，その上に何を付加するかが大学教

育の真価であろう。我田引水のきらいはあるが，筆者の

大学では，家政学部において介護福祉教育を行っている。

生活センスの酒養をカリキュラムの座標軸に据え，家政

学系科目を必修に位置づけ，演習・実習科目の教科の比

重を多くしている。また，生活を支えるための家政と介

護を繋ぐ介護家政学といった科目を設置している。大学

教育は，逆にいえばこうした多様なカリキュラム設定が

可能であり，その結果，汎用性や創造的思考力をもった

人材養成が可能になるのであろう。

3 介護福祉士資格の社会的評価を高める

資格レベルは，資格の社会的評価と連動する。社会的

評価を高めるためには，介護福祉という労働評価を高め

ることであり，教育期間の延長が不可欠であろう。教育

期間の延長は，教育内容の充実を図ることになり，質の

高い人材が輩出されることに結びつき， このことが賃金

をはじめとする処遇の向上に結び、つくとしづ循環が生ま

れる。このことは，介護職の介護福祉という労働に対す

る意欲を喚起することであり，介護福祉への人材の吸収

につながり，離職率を低減することに結び就くのである。

つまり，他の専門職は 4年から 6年間の教育による資格

付与である。この点からも大学教育による資格の取得は，

資格のレベルをあげることに結びつき，社会的評価を上

げることになり，介護福祉の質の向上に連動することに

なろう。大学を卒業した介護福祉士が，専門性の高い人

材として社会で活躍することが資格のレベルを高めるこ

とになり，人材の確保にもむすびっくことになる。

4 リーダー養成・教育研究を担う人材育成

介護福祉の実践場面においては，適時・適切なスーパ

ービジョンの展開が緊要であり，さらに，介護を必要と

する人への援助をすすめるには， 1対 1の個別介護を組

み立てて実践するレベル，家族や他の専門職と共に援助

していくチームケア，またサービスを創設し，基盤を整

備していくレベル， これらを統合し連動させていく働き

かけが重要になる。これらの課題を解決するためには，

介護福祉士のリーダー育成が必須条件になる。介護福祉

士のリーダー養成のためには 4年制大学における伸び

しろのある介護福祉教育が不可欠であり，大学が担う役

割であろう。さらに，大学における介護系教員不足の対

応についても，文科省・厚労省の両要件を具えた教員養

成のための役割が課せられるといえる。

5 実践の基礎となる介護福祉学の構築

介護福祉は「学際的な領域である」これが定説である。

確かに人の生活を支えていくということは，まさしくさ

まざまな既存の学問，他領域とのかかわりを持つことに

なる。人聞を理解するためには，哲学，倫理学，教育学，

心理学，社会学の影響を受け， 日常生活を支えていくた

めには，食品栄養学，貯蔵学，住居学，被服学，人間工学，

生活科学等の支えが必要になる。さらに身体の内部環境

を整え，身体的に関与していくというところでは，医学，

看護学の支えが不可欠である。さらに，社会的な支援を

組み合せるためには，社会福祉学，法学，経済学等，さ

まざまな領域を基礎にしながら，その知識と技術を援用

しながら，介護福祉の目的達成する総合科学であり，学

際的学問領域である。現在，いろいろな学会から介護福

祉に対してのアプローチがあり，その結果，既存の学聞

が構築してきたそれぞれの原理論としての価値，知識，

方法の部分的断片を“駆使しながら"介護福祉にかかわ

り，介護福祉の研究をしているのが実態である。その結

果，モザイクとしての介護福祉学は見えてきているが，

しかしモザイクは，遠くに離せば漠然、とは見えるが，

介護福祉という核を取り出すことはできない。モザイク

から介護福祉学という核を取り出すために，介護福祉領

域は，実践的にも固有の実践方法と研究方法を確立する
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ことの緊要性がある。多様な専門分野が存在している大

学において学部学科を越え，分散知識の融合化，統合化

を図ることによって，介護福祉学の固有性の構築が可能

になるということである。

6 研究・教育の質の確保

教育環境の整備は，専門職の養成教育の確立にとって

は大前提である。大学においては，格差はあるものの，

それにふさわしい研究・教育条件が整備されている。教

育環境は，介護福祉教育を向上させるための必須条件で

ある。教員自身が自らの成長が実感でき， 自信を持って

教育できる時間的ゆとりなどの教育環境を抜きにしては

教育効果は望めないことは明白である。教育環境の柱は，

研究に時間やエネルギーをどれほど注入できるか， とい

うことであろう。研究内容としては，介護福祉という実

践領域においては，研究成果の学生教育への還元が第一

義であり，さらに実践現場に貢献できる知見を導き出す

ことが求められる。そのためには，事例研究や調査研究

を基本にして，質的データの分析能力や量的データの統

計的分析能力を高めていくことが求められている。とこ

ろが，やたら研究業績作りとして，国家試験対策の介護

福祉士や社会福祉土の出題予想問題集やケアマネージャ

ーのための出題予想問題集，介護系雑誌の対談までが研

究業績としてあげられている。この状態には， 自省をこ

めて研究とは何か，を改めて考えざるを得ない。実践領

域においては，研究結果を常に実践現場において実証し，

さらにその成果の上に研究が積みあげられていくという

研究の継続性こそ重要であろう。

7 地域におけるケア力の醸成

個人の抱える生活問題から，地域の共通課題へと拡大

し地域の住民やボランティアが地域の福祉システムの

開発や活動に参加するきっかけや意欲の喚起，継続性の

維持のために専門職としてかかわっていくことによっ

て，地域に根ざしたケア力を醸成していくことになる。

IV 介護福祉の専門職教育に求められるもの

1 介護福祉観の萌芽の確立

何故介護が必要な状態になるのか， どうすることが問

題解決に近づくのか 社会環境や自然環境との関係の中

から問題の所在を探りだし介護福祉観の萌芽を促す道

筋を作ることである。介護福祉を通して社会環境の問題

を認識するよう思考を深化させ 問題の本質が見極めら

れる力量を身につけることが重要になる。さらに，介護

福祉は人間として丸ごと相手と直面していくという特性

を持ち，知識や技術の断片を必要に応じて提供すること

ではない。人とかかわり，共感し，洞察する力，判断す

る力を養成しなければならない。そのためには，介護福

祉とは何のために，誰のためにする仕事かとしづ立脚点

のイメージ化が不可欠であり，事例研究や実習・演習の

強化が重要である。

2 実践力の強化

①専門技術の修得

介護福祉は実践であり，実践の基礎は技術である。そ

の意味からも介護技術は，介護福祉のコアであり，技術

のレベルが介護の質を左右するとも言える。

ここで技術について触れておきたい。川島1) は技術に

ついて，次のように述べている。

「多くの誤解は技術を「行為の形Ji行為の結果Jiあ

る方法の手順」と理解していることである。しかし技

術とは，行為を可能にする原理である。Jこの川島の定

義は看護師現場の経験を長くもち，その経験を基盤とし

て研究を深め，または，看護教育の第一任者としての言

葉であり，介護福祉にとっても重要な意味を持っている。

技術は，原理である以上は，言語化されて言葉で伝達可

能であるということになる。つまり技術は実践概念であ

り，実践を内面からその実践が如何にして可能であり，

いかにして行われるかについて，思考することであり，

しかも思考を具体化し，その実証から導き出された一定

の法則性に沿った客観的な手法ということになる。

介護技術をこの技術の定義に当てはめてみると，介護

福祉の実践における客観的法則性に沿った手法をもっ

て，介護福祉の理念を具体化することである。つまり，

介護技術とは，介護福祉の専門的な知識の集約が技術を

通して適切な手法によって表現されることであり，介護

福祉の目的であるところの，生活を支え， 自己実現を具

体化するための実践を支える原理ということになる。さ

らに，介護福祉は個別性に添うという特性があることか

ら，客観的な法則性に裏づけられ，技術化された手法と，

その人のもっさまざまな特徴，条件を含んだ個別性に合

わせて技術化された手法との統合によって成立するもの

と考える。

介護福祉の難しさは， 日常的な現象の中に存在する技

術の法則性を明確にしなければならないことである。一

見誰が行っても良いように見える行為であっても，技術

に裏づけられた介護福祉実践とそうでない実践では，判

断結果が異なる。しかも日常的であるからこそ方法論が

しっかりしていなければならないことになる。

専門職としての実証は，介護福祉実践において，実践

概念であるところの技術を思考するか否かである。この

技術を修得するためにも， 4年間という期間において原

理を理解し，実習において日常的な現象の中から，技術
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の持つ法則性を導きだし，障害の程度，部位，置かれて

いる状況，心理状態など個別に合わせて実践し反復す

ることによって技術は磨かれてしぺ。この点からも実習

のもつ教育的効果は極めて大きい。

実習による教育効果を担保するためにも，実習を施設

へまる投げするのではなく，実証による技術の科学性の

確立を含めて，実習指導のあり方を研究する意味からも

大学教育の必要性が明らかである。

②実習効果の担保

実習とは，ただ見学する，知識を得るために必要なの

ではなく，生きた現実に触れることによって，その現場

から考えるということの，発想を体験することからも不

可欠である。介護にとっては 生きた人間の抱える問題

として捉えることができる教育こそ求められる。

介護実習では，介護の受け手と直接ふれあう経験によ

り，理論として学んだ知識や技術を実践的に学ぶことで

あり，また，知識や技術の確かさを確認していくプロセ

スでもある。さらに，実習の目的のもう一つは，介護の

受け手とのかかわり方の実践的学習の場でもあることか

らも，入所者との関わり方を通して自己の体験を客観化

するプロセスが必要になる。実習は 科学性に裏付けら

れ介護技術の実証の場であり，当然教育効果の高まりに

結びつくことになるO これらの点から，実習教育は，介

護福祉教育にとって不可欠であるが，実習の目的達成の

成否は，実習指導にあるといっても過言ではない。それ

だけに，実習指導のあり方が問われてくる。実習教育の

方法論やシステムの研究が課題である。

3 生活センスの濁養

介護福祉は，生活に密着した領域であり，生活障害に

目を向け，その改善ヘ働きかけて日常生活の維持を図る

ことである。その意味からも，介護職は「生活人」とし

てのセンス，つまり不動の生活観，生活センスを身につ

けることが重要になる。

そのためには，生活様式，生活用具に至るまで合理的，

科学的理由を明確にすることが重要になろう。特に，家

事技術には歴史的に磨き抜かれた過程があることを認識

することが大切である。「生活」を支える介護福祉にと

っては，合理的で科学的な家事技術を学ぶことによって

「生活」の本質を理解することになり，当然メンテナン

スを考える事に連動し，思慮深さの教育にもつながって

くる。この点から，介護福祉教育において家政学の重要

性の認識が重要になる。さらに重要なことは，消費生活・

商品知識の修得であり，介護福祉のための商品学も不可

欠であり，食事の為の素材の研究，衣服のデザイン，素

材，住居のあり方など，商品の選択方法，使用方法等を

合わせて理解することが不可欠であり，その意味からも

介護福祉のための家政学が必要で、ある。ところが，今回

のカリキュラム改正においては，家政系科目が削除され

ている。介護福祉の目的を生活支援と位置づけているに

もかかわらず，生活を支援するための「生活」の構造的

本質を理解するための家政学を削除するとは矛盾の極み

である。また，ただ単に介護行為を提供するのではなく，

その人の生きてきた時代を生活文化の歴史的視点から理

解することによって，高齢者の心理的理解に近づくこと

が可能になる。こうした生活センスの修得のために十分

な時間を確保する必要がある。この点からも 4年間とい

う時間的余裕が必要になる。

4 生活障害に対する洞察力と予測性の習熟

介護状態の発生は，疾病，障害が原因していることが

多い。これらの発生の背景には生活基盤の脆弱化があげ

られ，生活障害の裏には疾病が潜んでいる。こうした相

互関係の上に要介護状態が発生することから，介護福祉

は，疾病や障害の状況と生活基盤との関係性を重視しな

ければならない。このことから介護福祉士は，疾病の管

理や身体機能の保持は不可欠であるが，ただそれだけに

と止まることではなく，疾病の原因になる生活基盤のあ

り方と，生活障害の背景としての疾病や障害に目をむ

け，その中から問題の所在を明らかにすることであり，

何よりも洞察力や予測性の習熟が必要になる。さらに介

護福祉は，要介護者の意思を尊重するところに特徴があ

り，介護を提供する側が相手の行動を律することはでき

ない。しかし，要介護者の望む生活に近づけるために，

生活の変化を予測し対応方法を考慮する先見性とリー

ド性の上に立って，援助を組み立て，機に応じて変化さ

せていく柔軟な判断力と行動力が求められる。そのうえ，

介護福祉は持てる力を引き出すための援助であり，決し

て機能的な欠落部分を補完するだけではない。要介護者

が人生の中で，培ってきた生き方や人生の課題を共に追

求していくことである。そのためには，洞察力の基本と

なるコミュニケーション技術の習得が不可欠になる。

5 チームケアの担い手の育成

前述のように，介護福祉は実践学であり，実践の裏付

けは技術の高さである。この技術の基本は安全性，安楽

性，効率性， 自立性，個別性である。これらの基本をふ

まえるためには，身体的内部環境の状態と疾病との関係，

つまり，生理や機能，骨格，筋などの仕組みゃ，疾病の

状態像を理解する必要がある。また， 自助具や介護機器

などの活用効果を上げるためにも重要である。

また，一方で医療依存度の高い在宅療養者や，ターミ

ナルケアが問題化されている。高齢者のターミナルの場
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が病院から施設へ移行する状況が進行する今日，当然介

護職がターミナルケアを担わざるを得ない状況が生ま

れ，ますますチームケアが重要になる。チームケアの場

で，他の専門職からチームメンバーとして信頼される力

量が求められる。チームケアの担い手としての専門職養

成のためにも，教育期間の延長を英断すべきであろう。

V 終わりに

大学教育が果たさなければならない役割は，第 1に，

社会が求める質の高い介護福祉士の輩出である。第 2に

介護現場に貢献で、きる知見の発信である。そのためには，

教育内容の広がりと深さを保障するカリキュラムの構築

であり，そのカリキュラムを実践する教員の質の確保で

あり，教育の素材となる研究実績の蓄積である。こうし

て教育された質の高い介護福祉士が，地域社会で専門的

な介護サーピスを実践することによって，要介護者や家

族の生活の質を高め， 自己実現の可能性を広げることに

結びつく。さらに，介護福祉の社会的評価を高め，介護

福祉への人材の吸収と離職率の低減につながる循環を創

り出すことになる。まさしく大学における介護福祉教育

の意義が存在する由縁である。

折からの介護福祉士法改正が 大学教育における介護

福祉士養成の充実に結び、つくものであって欲しいと期待

したい。
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